
＜要旨＞ 
　本研究は、中山間地域における外部の人的資源を地域課題に結び付けるマッチングシステムの構築プロセスとその効果につい
て、継続的に観察・評価を行う研究プロジェクトの一環として実施された。本研究の研究期間においては、マッチングシステム
の持続可能性の観点から、財源として中山間地域等直接支払制度（以下、直接支払）に着目し、その試験的導入による効果と課
題を探った。
　直接支払においては令和２年度から新たに集落機能強化加算が制度化され、地域福祉も含む幅広い地域活動の財源としての活
用が期待されている。一方で、その効果と課題を検証することが実践的な課題となっている。上記を踏まえ本研究では、直接支
払の活用の可能性や限界を明らかにすることを試みた。

１　研究の概要（背景・目的等）
①中山間地域におけるニーズシーズマッチングシステム
　の構築の試み
　岩手県の中山間地域 1 の住民による地域振興組織である北
股地区振興会 2 は、岩手県立大学との協働研究プロジェクトと
して2018年度から「地区ボランティアセンター」（以下、地区VC）
を設立し、地区内外からのボランティアを受け入れる仕組みづく
りを行ってきた。この仕組みを活用したボランティアワークキャン
プ（WC）の開催を軸に、現在も様々な活動に取り組んでいる。
　取組の背景には、人口減少と高齢化に伴う、①高齢者のみ世
帯等、日常生活上の困りごとを持つ世帯の増加、②人手不足に
よる集落単位で行われてきた各種共同作業の維持困難といった
地域課題の深刻化があった。こうした課題について、地域外部
の「通いの人材」をボランティアとして受け入れることを通じて
その克服の方向性を探ることがプログラムの目的であった。また、
外部のボランティアの受け入れを通じて、地元住民による地域
福祉活動への参加促進を図ることも重要なねらいとして位置づ
けられている（菅野2018、菅野ほか 2020、渡邊ほか2021）。

②持続可能な仕組みづくりに向けた課題
　上記の取り組みを通じて、地区センター内に地区内外のボ
ランティアを地区内の個別のニーズや集落における活動上の
ニーズ等にマッチングする仕組みが構築され、コロナ禍によ
る影響を受けながらも継続的にWCプログラムを実施してき
た。WCプログラムに関する経費の大部分が協働研究にかか
る研究費によって賄われていたが、２年目の活動終了時点に
おいて、活動の継続に向けては事業実施のための安定的な財
源の確保が課題とされた。特に懸案となったのは、経費の多
くを占めていた学生を中心とする外部ボランティアの現地ま
での移動費の確保であった。

③中山間地域等直接支払制度の活用の試み
　こうしたなかで、令和２年度より直接支払における「集落機能

強化加算」（以下、本加算）を、上記活動の財源として導入する
試みが行われることとなった。
　直接支払は、1999年に成立した食料・農業・農村基本法
において創設された、農水省所管の交付金制度である。農業
生産活動の継続に向けて、農業の生産条件の不利を補正し多
面的機能の確保を図るための施策として、2000年度から実
施されている。　
　これは集落等を単位として市町村と協定を締結 3 し、これ
に従って５年間以上農業生産活動等を継続する農業者等に対
して、面積に応じて一定額を交付する仕組みとなっており、
単価は中山間地域等と平地との生産条件格差の範囲内で設定
されることとなっている（農林水産省 2021）。本制度は５
年を１期の対策として実施されており定期的に内容の変更が
行われている。
　直接支払は、農業生産活動（耕作放棄の発生防止活動、水路・
農道等の管理活動（泥上げ、草刈り等））及び多面的機能を
増進する活動（周辺林地の管理、景観作物の作付、体験農園、
魚類等の保護等）を対象とするものである。また地域農業の
維持・発展に資する一定の取組を行う場合、交付単価に対す
る加算措置がとられている。本制度の第５期対策が2020年
から開始されるにあたり、新たに「集落機能強化加算」が新
設された。４これは、新たな人材の確保や集落機能（営農に
関するもの以外）を強化する取組を行う場合についての加算
であり、インターンシップ、営農ボランティア、農福連携活
動の他、コミュニティサロンの開設や高齢者の見回り、送迎、
買物支援等など地域福祉活動５もその対象としている点に大
きな特徴がある。なお、加算額は3000円／農用地10a（10㎡）、
上限額は200万円／年度となっている。

④研究の目的
　近年、これまで地域福祉活動を支えてきた各種の財源（公
的財源、共同募金、寄付金・会費等）が減少傾向にある地域
も少なくないことが指摘されている（久津摩 2019：125‐137）。
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今後、新たな活動財源を開拓していくことは地域福祉活動に

とって重要な課題といえる。こうした課題について、代表的

な研究においては「寄付の文化」の創造等が提起されている

（大橋2022：65）が、その実現には長期的な努力が求められ

る。そのような活動に取り組む一方で、実践的には従来の社

会福祉領域以外の公的財源を取り入れていくことも検討さ

れてよいと思われる。特に中山間地域における地域福祉活動

においては、本交付金の加算措置は有力な財源となる可能性

がある。しかしその一方で、2020年度から開始された新たな

加算措置でもあることから、その導入による効果や課題は十

分に明らかになっているとは言い難い6 。 

本加算については「残念ながら今のところ利用は低調」（農

山村文化協会2021a：81）との評価もあり、その要因として

①「役所内の縦割りの壁」、②集落活動組織側における「営

農以外」という使途へのとまどい、③「従来活動（営農に係

る活動）で手いっぱい」の現状（農山村文化協会2021b：88）

等が挙げられている。今後、中山間地域における地域福祉活

動の基盤強化の図るうえで、こうした課題について、実践事

例の検証を通じてより詳細に分析すること求められている

と考えられる。 

上記を踏まえ本研究では、中山間地域における地域福祉活

動の財源として、集落機能強化加算の活用の可能性について、

実践を通じて検証することを目的とする。実際の実践活動に

即してその効果及び課題について記述する点に本研究の意

義を見出すことができる。 

２ 研究の内容（方法・経過等） 

（１）対象地域の概要 

 岩手県内の中山間地域である北股地区で取り組まれてい

る実践を分析の対象とする。北股地区は６つの行政区からな

る地区である。地区内の世帯総数は 138 戸、人口は 457 人

（2020年９月時点）、年齢別人口構成は「0-14歳」が 48人

（7.7%）、「15－64歳」が210人（46.0%）、「65歳以上」が212

人（46.4%）となっている。2010年９月時点では人口565人、

高齢化率 34.3%となっており、この 10 年間だけで見ても、

人口減少と高齢化が著しく進展していることがわかる（表

１）。 
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のニーズにも対応している。

（３）分析対象とするデータおよび分析の視点
　本研究では2020年度から2021年度までの２か年の活動を
対象として、WCにおける参与観察及びヒアリング、研究会
におけるディスカッションを通じてデータを収集し、その分
析を通じて本加算導入の効果と課題について検討した。
　以下では、上記によって収集したデータを基に、（１）本
加算にかかる具体的な支出の状況、（２）ボランティア参加
者数についての評価（事業計画との比較等）、（３）ボランティ
ア参加者からの評価（参考）、（４）本加算活用の実践的な課
題について記述する。

（４）倫理的配慮
　本研究の実施にあたっては、日本地域福祉学会研究倫理規
程を遵守し実施した。資料・データの収集は、研究の趣旨や
データの使用目的等について口頭で説明し対象者の同意を得
て行った。
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３ これまで得られた研究の成果 

 

（１）本加算にかかる具体的な支出の状況 

 本加算にかかる２か年分の具体的な支出状況について表

２と表３に示した7。 

初年度である 2020年度は交付金の交付タイミングとの関係

で、本加算にかかる支出は限定的なものとなった。具体的に

はボランティアの交通費8として96,000円、除雪支援経費と

して28,500円の計124,500円が支出総額となっている。2021

年度は交付金の本格活用が始まり、交通費、地域活動、WC支

援、作業指導、除雪作業の費目で総額626,500円が支出され

た。２か年における総額及び支出件数等の概要は表３の通り

である。 

 

表２：本加算に係る支出状況（２か年）と各費目の内容 

表３：加算金の支出額の概要（２か年） 

 

（２）活動参加者数についての評価 

２か年分の活動参加者数の概要は表４の通りである。研究

期間の２か年はコロナ禍ということもあり過去の活動期間

との直接の比較が困難であるが、コロナ禍以前に策定した本

交付金にかかる事業計画における目標数値との比較でみて

みると、全ての項目で計画を上回る実績が得られた。目標数

値がコロナ禍前の実績を根拠に設定されていることを考慮

すれば、交付金の活用が本マッチングシステムの運用におい

て一定の機能を果たしたものと考えられる。 

また、交付金による活動が本格化した令和３年度とそれ以

前の参加者数及び件数を比較すると、学生ボランティアの参

加者数はそれほど変わらないものの、地域内（147％）及び

地区外一般（223％）の参加者数が明らかに増加している。

また活動件数を見ても2020年度から2021年度では227％の

増となっている（表５）。こうしたことからも、本マッチン

グシステムへの加算金活用には一定の効果が認められるも

のと考える。 

また、Ａ地区振興会の内部に組織される部会のひとつであ

る、「産業振興部会」 の会合において、「学生ボランティア

に来てもらえるのであれば、地区内の若い世代と交流する機

会をもっと作りたい」といった声も聞かれた。当該加算金の

活用によって、地区内の各集落にマッチングシステムを浸透

させていく上でも一定の効果を持つ可能性も見てとれた。 

 

表４：集落機能強化加算措置に係る事業計画と実績値 

表５：ボランティア参加者集計表（有償・無償） 

 

（３）ボランティア参加者からの評価（参考） 

 ボランティア参加者から、本加算の活用による費用弁償に

ついての評価を活動後の振り返りインタビューやアンケー

ト等を通じて収集した。しかし、コロナ禍の影響もありイン

タビュー、アンケートともに十分な数のデータを収集するこ

とができなかった。したがって、以下の記述についてはあく

まで参考データである点に留意されたい。 

 参考データではあるものの、ヒアリング及びアンケートい

ずれにおいても、学生ボランティアからは、交付金活用によ

る交通費の支給はおおむねポジティブな評価がなされてい

た。 

 

①2020.12 の WC 後の振り返りヒアリング（活動に参加した

学生５名を対象）で聞かれた加算活用による交通費支給に対

する評価 

「大学から北股地区まで距離があっても、気軽に参加しやすい

（電車代、車代等）」 

「ボランティアしたくても、交通費がネックで参加できない人も

いるのでありがたい」 

「バイトしながら生活費で精一杯という人もいるので、良いと思

う」 

「時間と体力はあってもお金がないのが学生。人の役に立ちたい

と思う人は参加する」 

 

②R4.4.24WCアンケートから（回収11名） 

参加者の負担が軽減されるので、継続してほしい ７名 
交通費の支給がなければ、参加は難しかった 0名 
支給しなくても（またはもっと少額でも）よい 0名 
今回のままでも、少額（または支給なし）でも、どちらで

もよい 
３名 

地域課題の解決（交通費以外の経費）にお金を使うべき 0名 
 

（４）加算活用に関する実践的な課題 

 ２か年の実践を通じて見えた、加算金活用の課題としては、

以下のようなことが挙げられる。 

 上で述べた通り、本加算は集落活動組織単位の申請・交付

３　これまで得られた研究の成果
（１）本加算にかかる具体的な支出の状況
　本加算にかかる２か年分の具体的な支出状況について表２
と表３に示した。７

　初年度である2020年度は交付金の交付タイミングとの関
係で、本加算にかかる支出は限定的なものとなった。具体的
にはボランティアの交通費 8 として96,000円、除雪支援経
費として28,500円の計124,500円が支出総額となっている。
2021年度は交付金の本格活用が始まり、交通費、地域活動、
WC支援、作業指導、除雪作業の費目で総額626,500円が支
出された。２か年における総額及び支出件数等の概要は表３
の通りである。

表２：本加算に係る支出状況（２か年）と各費目の内容

表３：加算金の支出額の概要（２か年）

（２）活動参加者数についての評価
　２か年分の活動参加者数の概要は表４の通りである。研究
期間の２か年はコロナ禍ということもあり過去の活動期間と
の直接の比較が困難であるが、コロナ禍以前に策定した本交
付金にかかる事業計画における目標数値との比較でみてみる
と、全ての項目で計画を上回る実績が得られた。目標数値が
コロナ禍前の実績を根拠に設定されていることを考慮すれ
ば、交付金の活用が本マッチングシステムの運用において一
定の機能を果たしたものと考えられる。
　また、交付金による活動が本格化した令和３年度とそれ以
前の参加者数及び件数を比較すると、学生ボランティアの参
加者数はそれほど変わらないものの、地域内（147％）及び
地区外一般（223％）の参加者数が明らかに増加している。
また活動件数を見ても 2020 年度から 2021 年度では 227％
の増となっている（表５）。こうしたことからも、本マッチ
ングシステムへの加算金活用には一定の効果が認められるも
のと考える。
　また、北股地区振興会の内部に組織される部会のひとつで
ある、「産業振興部会」 の会合において、「学生ボランティア
に来てもらえるのであれば、地区内の若い世代と交流する機
会をもっと作りたい」といった声も聞かれた。当該加算金の
活用によって、地区内の各集落にマッチングシステムを浸透
させていく上でも一定の効果を持つ可能性も見てとれた。

表４：集落機能強化加算措置に係る事業計画と実績値

表５：ボランティア参加者集計表（有償・無償）

（３）ボランティア参加者からの評価（参考）
　ボランティア参加者から、本加算の活用による費用弁償に
ついての評価を活動後の振り返りインタビューやアンケート
等を通じて収集した。しかし、コロナ禍の影響もありインタ
ビュー、アンケートともに十分な数のデータを収集すること
ができなかった。したがって、以下の記述についてはあくま
で参考データである点に留意されたい。
　参考データではあるものの、ヒアリング及びアンケートい
ずれにおいても、学生ボランティアからは、交付金活用によ
る交通費の支給はおおむねポジティブな評価がなされていた。

① 2020.12のWC後の振り返りヒアリング（活動に参加した
学生５名を対象）で聞かれた加算活用による交通費支給に対
する評価

② R4.4.24WC アンケートから（回収 11 名）

（４）加算活用に関する実践的な課題
　２か年の実践を通じて見えた、加算金活用の課題としては、
以下のようなことが挙げられる。
　上で述べた通り、本加算は集落活動組織単位の申請・交付
が基本となっており、現状では北股地区内６集落のうち、本
加算を活用しているのは２集落にまたがる集落活動組織であ
る「北の星連邦」のみとなっている。9　地区センターへのヒ
アリングでは、本加算の活用については集落によって温度差
も見られている。背景には、交付金額が必ずしも各集落の状
況と整合しないことや、交付金に伴う活動や事務負担の忌避
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等があることが推測されている。具体的には、本加算による
交付金額が農地面積をもとに機械的に算定されるため、各集
落活動組織側で希望する額に調整することができない（上限
200万円の交付金を使いきれない）といった課題がある。こ
れは、先行文献で指摘されている「従来活動（営農活動）で
手いっぱい」（農山村文化協会前掲2021b）といった課題と
通じるものと考えられる。　
　すなわち高齢化と人手不足が大きな課題となる中山間地域
において、現状の加算の仕組み（農地面積を算定根拠とする
等）は事務量が大幅に増加するため、単一の集落活動組織で
は本加算を受けることが難しい現状となっていることが考え
られる。
　こうした課題をマッチングシステムの運用面からみると、
今後、加算をとらない集落は、加算を財源とするマッチング
システムを通じたボランティアの受け入れに消極的になると
いった影響が生じる可能性もある。地域運営組織（本研究で
は地区センターが該当）と各集落が連携を強めることで、各
集落組織の負担を減らしながら加算活用を地区内の各集落に
広げていくことが求められている。
　
４　今後の具体的な展開
　本研究では、マッチングシステムにおける集落機能強化加
算の活用について２か年の活動実績をもとにその効果と課題
を検証した。コロナ禍の影響を受けつつも、本加算を財源と
したマッチングシステムの運用を通じ、活動参加者（外部の
ボランティア、地元住民の活動参加者）数はともに計画値を
上回る数値となった。特に地域内の住民の活動参加及び地区
外の一般ボランティアの増加がみられている。また、交通費
の実費支給についてボランティア参加者からは、おおむね積
極的な評価が得られた。これらのことから、マッチングシステ
ムの持続可能性を担保するうえで、集落機能強化加算の活用
による基盤強化が有力な方策の一つとなる可能性が示唆され
た。
　また本加算を財源とすることの課題としては、交付金の仕
組み（特に農地面積を算定基準とすること）が必ずしも各集
落の実情と整合しないことや、交付金に伴う活動や事務負担
の忌避等から、加算活用については集落ごとに温度差もみら
れることが確認された。
　本研究を通じて、本加算は中山間地域における地域福祉活
動の安定的財源として活用できる可能性があることが確認さ
れたが、今後より使いやすい仕組みにしていくとともに、受
け皿となる集落間連携の強化を進めていく必要性等の課題も
明らかになった。
　小田切（2013）は中山間地域における地域マネジメント
について、集落組織は「守り」の活動、コミュニティ組織（こ
こでは地区センター）は「攻め」の活動という役割分担の在
り方を提起している。今後の本マッチングシステムの運用に
おいても、こうした認識を各集落と共有しながら活動を進め
ていくことが求められる。
　本研究では、中山間地域等直接支払制度における集落機能

強化加算という新たな財源枠組みを対象としたことや、コロ
ナ禍の影響もあり、十分な実証分析が行えず、全体として実
践を通じた事実の記述・記録にとどまった。本加算の地域福
祉活動への適用の効果と課題について、特に、本加算導入の
効果について、①他の財源との比較による検証、②地域住民
や一般参加者（学生ボランティア以外）からの評価に関する
データ分析等を行うこともできなかった点は、本研究にとっ
て大きな課題である。
　今後も本マッチングシステムについて継続的に観察、デー
タ収集を行い、本加算の導入効果についてより詳細な分析を
進めると同時に他の財源との比較等も含め継続的な検証が求
められる。
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出所：「地域共生社会に向けた包括的支援と多様な参加・協働の推進に関す

る検討会」 
最終とりまとめ（概要）21頁 
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スCiNiiでの検索結果では、集落機能強化加算について
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7 2020年度は本交付金の第五期対策（５か年間）の初年    

度でもあり、本加算を活用した活動の初年度でもある。

通常、当該年度の交付金は年度末に近い翌年２月に交付

されるため、2020年度は大学の研究費に依存する部分が

大きかった。年度当初から交付金制度による活動を行う

ことができたのは2021年度からとなった。 

また、2020年７月に岩手県内で新型コロナの初感染者

が確認され、以後研究期間全般に渡って学生や一般ボラ

ンティアの活動に制限が加えられたため、通常の日常生

活における活動とは異なる点にも留意する必要がある。 
8 当初本プログラムは、地区外に居住する学生がボランテ

ィアの大半を占めていたため、多くの学生が居住する地

ギ : それにピッタリの加算金 : 岩手県花巻市・高松第三行政区
ふるさと地域協議会（ここで暮らし続けるために活かしたい : 中
山間直接支払「集落機能強化加算」）」『季刊地域』，pp85‐89
野口定久（2016）『人口減少時代の地域福祉　グローバリズ
ムとローカリズム』ミネルヴァ書房
小田切徳美（2013）『農山村再生に挑む　理論から実践まで』
岩波書店
渡邊圭、菅野道生、庄司知恵子（2021）「中山間地域におけ
るボランティアニーズの類型中山間地域の地域ボランティア
センターにおけるボランティアニーズ分析より」日本社会福
祉学会東北部会『東北の社会福祉研究』第17号，pp261‐274
渡辺理絵（2021）「中山間直接支払「集落機能強化加算」を
どう活かすか : 岩手県花巻市高松第三行政区の取り組み（DVD
作品）より」農山漁村文化協会『季刊地域』47号，pp84‐87

１ 「中山間地域」とはもともと「平地の周辺部から山間地に至る，
　まとまった平坦な耕地の少ない地域」（農林水産省（1990）
　『平成 10 年度農業白書』）といった地理的な特徴に基づく
　地域類型を指す用語であったが、近年では「都市近郊農村
　や平地農村に比べ、農業面、地域振興面で相対的に条件不
　利な地域を一括してとらえる」（岡崎，2000）概念として
　用いられることが多くなっている。また地域福祉の領域で
　は、野口（2016）が中山間地域の要件として「①平野の
　周辺部から山間地に至るまとまった平坦な耕地が少ない地
　域、②山村と平地農村の中間地域、③条件不利地域を対象
　とする関係 5 法による指定を受けている地域、④農林統
　計上の定義である農業地域類型のうち、中間農業地域と山
　間農業地域部分、⑤条件不利地域を対象とする関係５法の
　うち、中山間地域の活性化を目的とした法律である特定農山
　村法の指定地域」の５点に整理している（野口 2016：47）。
　こうした関連研究における知見をもとに、ここでは「山がち
　で、農業や地域振興上の条件が相対的に不利（平野部が少
　ないため機械化や大規模化による農業生産性の向上が難し
　いことや、交通の便が良くないため工場等の誘致等も難しい
　など）な地域」（菅野ほか 2020）ととらえることとする。
２   地区内６つの行政区（自治会）で構成する地域振興を目的
　とした住民自治組織である。旧小学校跡地を活用したコミュ
　ニティ活動拠点である「地区センター」の管理業務（指定
　管理）を行うほか、独自に策定する「コミュニティ計画」に
　基づいて様々な活動を実施する。地区振興会の役員は６つ
　の行政区長や関連団体の代表が務めており、地区センターに
　はセンター長、事務長、「地域活動員」（常勤２名、非常勤１名）
　の計５名の有給職員が配置されている（令和４年６月時点）。
３　
　 具体的には、本交付金を受けるために結成した「集落活動
　組織」を単位として、市町村と協定を締結する。集落間連
　携による複数の集落間にまたがる「集落活動組織」を結成
　することも可能となっている。
４　
　 このほか、棚田地域振興活動加算（新設）、超急傾斜農地
　保全管理加算（継続）、集落協定広域化加算（拡充）、生産
　性向上加算（新設）の４つの加算が位置付けられている。

５　
　 本研究では「地域福祉活動」について、「地域共生社会に
　向けた包括的支援と多様な参加・協働の推進に関する検討
　会」で示された考え方（図）を参考に、地域における個別
　の福祉課題も含めた課題解決と、より幅広いまちづくりの
　両面に関わる活動としてとらえている。したがって、ここ
　でいう「地域福祉活動」には個別の地域生活課題（高齢者
　宅での片付けや除雪等）への取り組みと、集落における一
　般的なくらしやまちづくり（営農や伝統行事を含む各種共
　同作業等）の取り組みを含んでいる。一般的な「地域福祉」
　の理解に比べるとやや広い範囲の活動を含んでいる点に注
　意されたい。

図：多様な主体による地域活動の展開における出会い・学びのプ
　　ラットフォーム

出所：「地域共生社会に向けた包括的支援と多様な参加・協働の推
　　　進に関する検討会」最終とりまとめ（概要）21頁

６ 2022年６月１日現在、学術情報検索データベースサービス
　CiNiiでの検索結果では、集落機能強化加算について直接
　的に取り上げている文献は泉川（2022）、農山漁村文化協
　会（2022a）、農山漁村文化協会（2022b）、渡辺（2021）
　の４報である（発表順）。いずれもいわゆる業界誌におけ
　る一般的な事例紹介記事であり、地域福祉活動への適用の
　視点から掘り下げたものではない。
７ 2020年度は本交付金の第五期対策（５か年間）の初年度
　であり、本加算を活用した活動の初年度でもある。通常、
　当該年度の交付金は年度末に近い翌年２月に交付されるた
　め、2020年度は大学の研究費に依存する部分が大きかっ
　た。年度当初から交付金制度による活動を行うことができ
　たのは2021年度からとなった。
　　また、2020年７月に岩手県内で新型コロナの初感染者
　が確認され、以後研究期間全般に渡って学生や一般ボラン
　ティアの活動に制限が加えられたため、通常の日常生活に
　おける活動とは異なる点にも留意する必要がある。
８　
　 当初本プログラムは、地区外に居住する学生がボランティアの
　大半を占めていた。そのため、多くの学生が居住する地域か
　ら地区センターまでの利用可能な公共交通機関（電車とタク
　シーの相乗り）の利用料金をもとに算定し、１人当たり１回
　6,000円を交通費実費として支給した。また北股地区内住民
に　ついては、集落活動組織の規定に基づき１時間 1,000円（機
　械等持参した場合は 2,000円）を日当として支給した。
９　
　 地区センターでは現在、他集落の活動組織にも活用に関す
　るの参加を呼び掛けており、2023年度から新たに１つの
　集落活動組織が本加算の交付申請を行うこととなっている。
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